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松井克浩のエックス 2026年 2月（抜粋） 

 

今月の「つぶやき」を抜粋で集めました。 

 

【1月 30日】 

今月のエックス 2026年 1月（抜粋） 

 

【1月 31日】 

「“憧れの人”が自分を鍛える」 

 

【2月 1日】 

「よい人間関係を築くうえでとても大切なことは、“信じること”と“頼ること”」 

 

【2月 2日】 

社会福祉法人指導監査でよくある指摘事例 | 大阪の企業会計の主治医 

会計分野の「あるある事例」を掘り下げました。 

 

【2月 3日】 

「ベッド型」夜行バス。国内で初めて定期運行が始まりました。

高知ー東京便で 24席。 

着座型の 2 席が上下 2 段のフルフラットに可変する仕組み。カーテンで囲われた 1 人分のス

ペースは、奥行き約 180 センチ、幅約 50 センチ。運賃は予約状況によって変動し、下段が 1

万数千円から。上段は 2千円高い。寝心地は？ 

 

【2月 4日】 

マンション駐車場は「お荷物」か？ 

 

【2月 5日】 

「特定収入があった場合には仕入消費税の全額を控除できない」の正しい解釈 | 大阪の企

業会計の主治医 

受け取った補助金等には消費税が課されません。一方で支払った

経費には消費税が課されます。仕入税額控除はフルにできるか？ 

 

 

 

【2月 6日】 
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受け皿拡大の「地域で部活」。スポーツ庁は 1,000 の自治体に対して、運営団体や指導者の

確保に必要な費用を補助します。これまでの休日中心から平日も。2025 年度補正予算で関

連経費として 82億円を計上。 

部活を指導する教員の負担を軽減するとともに、中学生がスポーツや文化に親しめる環境を

作るため。 

 

【2月 7日】 

「言葉を通じて頭の中のイメージを交換することが、もっとも人間らしい作業なのである」 

 

【2月 9日】 

人類は本当にグルメか？ 

 

先週の社会福祉法人への指導監査。 

共済会の退職給付制度を採用し退職者がいる状況下で、資金収支計算書に「退職給付引当

資産取崩収入」は計上されていますか。もし計上されていないなら、収支差額に影響を与えな

いとしても収支ともに計上不足になっています。 

 

【2月 10日】 

公益法人における特定費用準備資金の範囲拡大 | 大阪の企業会計の主治医 

各公益法人は自らの状況を見極めた上で、理論構成をしっかりと立てて

対応することが大切です。 

 

【2月 11日】 

陰るスナックの灯 

 

【2月 12日】 

法人税法における交際費課税の３大ポイント | 大阪の企業会計の主治医 

交際費に該当するのに違う科目で処理していることは、意図するかどうか

に関わらず本当は多いのです。これが見つかると。 

 

 

 

 

 

【2月 13日】 

認知症不明者を早期発見。行方不明者の 8 割近くが自宅などから 5 キロ圏内の場所で死亡
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が確認。早期発見が安全確保のカギを握ります。 

全地球測位システム（GPS）の活用に加え、地域住民による見守りなど地道な取り組みが欠

かせません。その一環として「爪 Qシール」。身元特定番号を QR コード化して爪に。 

 

【2月 14日】 

「若いときに心得ていなければならないことは、飛躍的に伸びようとするのではなく、着実に前

へ進んでいこうとすること」 

 

【2月 15日】 

「悪いヤツほどアホの振りがうまい」 

 

【2月 16日】 

家賃保証業者を国が認定 

 

【2月 17日】 

NPO法人が遺贈寄付を受ける２つのケースの会計処理 | 大阪の企業会計の主治医 

自分が死んだら財産の一部を NPO 法人に寄付したいと考えている方は、

確実にいらっしゃいます。 

 

【2月 18日】 

共同親権の導入（2026 年 4 月に施行される改正民法に盛り込み）に向け

て。 

裁判所が関与しない協議離婚が大半を占める日本では、子の養育について十分話し合わな

いまま別れ、後々トラブルになることが。自治体が家庭裁判所などの協力を得て合意内容に

子の意向を反映させる仕組みづくりを進めています。 

 

【2月 20日】 

海なし県で陸上養殖。陸上養殖は水槽や水質管理設備の初期投資、水温を保つ電気代が

かさみますが、温暖化による水温上昇や津波による被害など天候や気象、海洋環境に影響

されにくく安定供給しやすくなります。 

とはいえ撤退例もあります。加工品の開発などによる養殖魚のブランド化がカギになります。 
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税金豆知識を集めました。リンクページで「＋」をクリック。 

展開して解説をお読みください。 

『相続財産の取得費』  

「相続した不動産の相続税評価額を取得費として譲渡所得

の計算を行っていいか？」 

 

【2月 21日】 

「死んで幸せになるヤツなんていねえよ」 

 

【2月 22日】 

「重要なのは、誰が言うかでも何を言うかでもありません。その人がしかるべき理由を持ち、

正しくあるかどうかです。」 

 

【2月 23日】 

FAQ【贈与税】 

『住宅取得等資金の贈与の特例の適用』 

 

【2月 24日】 

公益法人会計基準における為替差損益の表示 | 大阪の企業会計の主治医 

外貨建有価証券を保有するケースが増えています。となれ

ば、決算時の為替相場により円換算する処理をしなければ

なりません。どうやって？ 

 

【2月 25日】 

先週の社会福祉法人への指導監査。 

徴収不能引当金の内容は適切ですか。明らかに徴収不能なものは「徴収不能額」として費用

計上すべきです。引当計上するのは、あくまで”回収不能見込額”。 

そして徴収不能引当金の計上方法をルール化してください。 

 

【2月 26日】 

セパレート帰省。夫婦が一緒に帰省せず、それぞれ自分の実家にだけ帰ることです。経験者

は 6割だとか。女性や 20,30代の若者を中心に、気を使わない実家での過ごし方が支持を拡

大。「帰省ブルー」という言葉が言われ始めて 10 年。コロナ禍を経て大義名分ができた、との

声も。もはや少数派ではないのかも。 
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